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〇
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憲
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憲
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【
事
実
の
概
要
】

一
　
一
九
九
四
年
、
欧
州
議
会
は
、
同
性
愛
的
指
向
を
有
す
る
人
を
、

法
お
よ
び
行
政
に
お
い
て
、
不
平
等
に
取
り
扱
わ
な
い
よ
う
決
議
し

た
。
特
に
、
欧
州
議
会
は
、
欧
州
連
合
構
成
国
に
対
し
、
同
性
の
ペ

ア
に
対
し
て
婚
姻
あ
る
い
は
婚
姻
類
似
の
法
的
制
度
を
許
さ
な
い
不

平
等
な
取
り
扱
い
を
廃
止
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
こ
の
よ
う
な
決
議

を
受
け
て
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
四
日
に
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党

（
ω
℃
U
）
会
派
と
連
合
九
〇
／
緑
の
党
（
U
U
d
Z
U
2
H
o
o
㊤
O
＼
U
H
国

O
因
d
Z
国
Z
）
会
派
は
、
「
同
性
の
共
同
体
『
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
』
へ
の
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
の
法
案
」
を
連
邦
議
会
に
提

出
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
案
は
そ
の
ま
ま
成
立
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。

　
基
本
法
八
四
条
一
項
は
、
連
邦
法
が
ラ
ン
ト
の
権
限
を
侵
害
す
る

場
合
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
要
求
し
て
い
る
。
「
同
性
の
共
同
体

『
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
』
へ
の
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
の
法
案
」

で
は
、
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
登
録
は
「
戸
籍
官
」
の
前
で
行

う
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
コ
　
籍
官
」
を
具
体
的
に

定
め
る
こ
と
は
ラ
ン
ト
の
権
限
で
あ
っ
た
た
め
、
連
邦
参
議
院
の
同

意
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
連
邦
議
会
で
は
、
ド
イ
ツ
社

会
民
主
党
と
連
合
九
〇
／
緑
の
党
が
多
数
を
占
め
て
い
た
が
、
連
邦

参
議
院
で
は
、
多
数
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

法
案
自
体
に
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
必
要
と
す
る
部
分
が
含
ま
れ
て

い
る
な
ら
ば
、
成
立
自
体
が
難
し
く
な
る
。
そ
こ
で
、
法
務
委
員
会

の
勧
告
（
一
一
月
八
日
）
と
報
告
（
一
一
月
九
日
）
を
受
け
て
、
こ

の
法
案
は
二
つ
に
分
割
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
参
議
院
の
同
意

を
必
要
と
し
な
い
部
分
の
み
を
分
離
し
て
「
同
性
の
共
同
体
『
人
生

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
』
へ
の
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
の
法
案
」
と
し
、

姻414偽柳
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同
意
を
必
要
と
す
る
部
分
は
、
「
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
お
よ

び
他
の
法
律
を
補
完
す
る
た
め
の
法
（
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
補

完
法
）
案
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
連
邦
議
会
を
通
過
し
成

立
し
た
が
、
後
者
は
、
連
邦
参
議
院
で
同
意
を
拒
否
さ
れ
成
立
し
な

か
っ
た
。

二
　
「
同
性
の
共
同
体
『
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
』
へ
の
差
別
を

撤
廃
す
る
た
め
の
法
（
以
下
で
は
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
と
呼

　
ユ
　
ぶ
）
」
は
、
第
一
章
で
新
法
た
る
「
登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

法
」
を
規
定
し
、
第
二
章
で
民
法
典
の
改
正
、
第
三
章
で
そ
の
他
の

連
邦
法
律
の
改
正
を
規
定
し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
同
性
の
ペ
ア

の
登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
創
設
、
解
消
等
に
つ
い
て
規
律

し
て
い
る
。
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
二
人
の
同
性
の
ペ
ア
の

契
約
締
結
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
同
性
の
ペ
ア
は
、
人

生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
必
要
な
意
思
表
明
を
、
所
轄
官
庁
の
前
で

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
章
一
条
一
項
）
。
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
は
、
判
決
に
よ
っ
て
、
解
消
す
る
（
一
章
一
五
条
）
。
こ
の

ほ
か
に
、
扶
養
義
務
（
一
章
五
条
）
、
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
財
産

関
係
（
一
章
六
条
、
七
条
）
、
小
監
護
権
に
関
す
る
規
定
（
一
章
九

条
）
、
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
相
続
権
（
一
章
一
〇
条
）
な
ど
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。

三
　
本
判
決
は
、
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
の
制
定
手
続
き
と
基

本
法
八
四
条
一
項
と
の
適
合
性
、
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
と
基

本
法
三
条
と
の
適
合
性
等
、
多
岐
に
わ
た
る
問
題
点
を
は
ら
ん
で
い

る
が
、
以
下
で
は
、
論
述
を
、
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
と
基
本

法
六
条
一
項
と
の
適
合
性
に
関
す
る
、
諸
ラ
ン
ト
の
主
張
、
連
邦
政

府
の
主
張
お
よ
び
判
旨
に
限
定
す
る
。

　
バ
イ
エ
ル
ン
州
、
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
お
よ
び
ザ
ク
セ
ン
州
は
、

本
法
に
関
し
て
規
範
統
制
訴
訟
を
提
起
し
た
。
諸
ラ
ン
ト
は
、
以
下

の
よ
う
に
、
本
法
が
基
本
法
に
適
合
し
て
い
な
い
、
と
主
張
し
た
。

本
法
は
、
基
本
法
六
条
一
項
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
婚
姻
の
保

護
と
一
致
し
な
い
。
特
に
、
基
本
法
六
条
一
項
の
制
度
保
障
と
価
値

決
定
的
な
原
則
規
範
と
し
て
の
婚
姻
の
保
護
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
距

離
要
請
（
》
び
ω
叶
9
旨
α
ω
ひ
q
Φ
び
O
け
）
に
違
反
す
る
。
本
法
は
、
同
性
の
ペ

ア
の
た
め
に
婚
姻
と
同
等
の
法
的
効
果
を
有
す
る
家
族
法
上
の
制
度

を
導
入
す
る
こ
と
で
、
婚
姻
と
同
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
と
の
同
等

化
を
禁
止
す
る
基
本
法
六
条
一
項
に
違
反
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、
連
邦
政
府
は
、
以
下
の
よ
う
に
、

本
法
の
基
本
法
適
合
性
を
主
張
し
た
。
本
法
は
、
基
本
法
二
条
】
項

お
よ
び
一
条
一
項
と
一
致
し
て
お
り
、
同
性
の
ペ
ア
の
相
互
的
な
責

任
と
信
頼
で
き
る
生
活
を
強
固
に
す
る
。
ま
た
、
基
本
法
六
条
一
項

に
も
違
反
し
て
い
な
い
。
基
本
法
六
条
一
項
は
、
同
性
の
ペ
ア
に
対

す
る
差
別
の
要
請
を
含
ん
で
い
な
い
。
基
本
法
六
条
一
項
が
距
離
要

窩姻4辺偽
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請
を
含
ん
で
い
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
婚
姻
に
個
々

の
点
で
類
似
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
よ
う
な
要
請
を
侵

害
し
な
い
。
法
律
に
よ
っ
て
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
内
容
形
成

す
る
こ
と
は
、
婚
姻
と
区
別
さ
れ
る
。

【
判
旨
】
写
料
決
は
、
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
と
基
本
法
六
条

一
項
と
の
適
合
性
に
関
し
て
、
五
対
三
で
そ
の
適
合
性
を
認
め
る
。

　
「
本
法
は
、
基
本
法
六
条
一
項
に
適
合
し
て
い
る
。
同
性
の
ペ
ア

の
た
め
の
登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
新
制
度
の
導
入
お

よ
び
そ
の
法
的
な
内
容
形
成
は
、
基
本
法
六
条
一
項
に
お
い
て
保
障

さ
れ
て
い
る
婚
姻
締
結
の
自
由
に
も
、
基
本
法
六
条
一
項
で
規
格
化

さ
れ
て
い
る
制
度
保
障
に
も
違
反
し
な
い
。
こ
の
登
録
人
生
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
価
値
決
定
的
な
原
則
規
範
と
し
て
の
基
本
法
六
条

一
項
に
も
適
合
す
る
」
。

一
　
「
基
本
法
六
条
一
項
は
、
基
本
権
と
し
て
、
自
ら
が
選
ん
だ

パ
ー
ト
ナ
ー
と
婚
姻
を
締
結
す
る
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。
妨
げ
ら

れ
る
こ
と
な
く
婚
姻
を
締
結
す
る
権
利
は
、
本
法
に
よ
っ
て
、
侵
害

さ
れ
な
い
」
。
「
本
法
に
よ
っ
て
登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
導

入
さ
れ
て
も
、
す
べ
て
の
婚
姻
適
齢
の
人
は
、
婚
姻
を
締
結
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
本
質
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
パ
ー

ト
ナ
ー
の
異
性
性
が
婚
姻
に
内
在
し
て
お
り
、
婚
姻
を
自
由
に
締
結

す
る
権
利
（
幻
Φ
。
巨
α
臼
国
ゴ
Φ
8
菖
Φ
ゆ
⊆
ロ
ひ
q
ω
坤
①
旨
Φ
ご
も
そ
の

パ
ー
ト
ナ
ー
の
異
性
性
に
関
連
付
け
ら
れ
る
の
で
、
婚
姻
は
、
そ
の

つ
ど
、
異
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
み
締
結
さ
れ
得
る
。
同
性
の
ペ
ア

は
、
本
法
に
よ
っ
て
も
、
婚
姻
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
終

生
に
わ
た
る
結
び
つ
き
の
た
め
に
、
法
制
度
と
し
て
、
登
録
人
生

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
み
が
、
同
性
の
ペ
ア
に
認
め
ら
れ
て
い
る
」
。

二
　
「
立
法
者
は
、
本
法
に
よ
っ
て
登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

を
導
入
す
る
こ
と
で
、
婚
姻
を
生
活
様
式
と
し
て
提
供
し
、
保
護
す

る
基
本
法
六
条
一
項
の
憲
法
上
の
要
請
（
制
度
保
障
）
に
違
反
し
て

い
な
い
。
本
法
の
規
律
対
象
は
、
婚
姻
で
は
な
い
」
。
「
基
本
法
そ
れ

自
体
は
、
婚
姻
の
定
義
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
婚
姻
を
人
間
の
共
同
生

活
の
特
別
な
形
態
と
し
て
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
憲
法
上
の
保
護
を
具
体
化
す
る
た
め
に
は
、
婚
姻
と
し
て
憲
法

上
の
保
護
を
享
受
す
る
生
活
共
同
体
を
内
容
形
成
し
、
画
定
す
る
法

律
上
の
規
律
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
立
法
者
は
、
婚
姻
の
形
式

と
内
容
を
決
定
す
る
広
い
形
成
の
余
地
を
有
し
て
い
る
。
…
…
た
だ

し
、
（
立
法
者
が
）
婚
姻
を
形
成
す
る
場
合
、
立
法
者
は
、
保
障
さ

れ
た
基
本
権
の
自
由
的
性
質
（
国
目
Φ
一
げ
Φ
一
入
ω
O
げ
9
「
鋤
貯
叶
Φ
同
）
お
よ
び
基

本
法
六
条
一
項
以
外
の
憲
法
規
範
と
関
連
し
て
、
基
本
法
六
条
一
項

を
所
与
の
生
活
様
式
と
結
び
つ
け
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
本
質
的
な
構

造
原
理
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー

翻414偽㎜
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シ
ッ
プ
制
度
は
、
基
本
法
六
条
一
項
の
保
護
に
含
ま
れ
な
い
。
ペ
ア

の
同
性
性
が
登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
と
婚
姻
を
区
別
し
、

さ
ら
に
そ
の
制
度
を
構
成
す
る
。
登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、

基
本
法
六
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
婚
姻
で
は
な
い
。
登
録
人
生

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
同
性
の
ペ
ア
に
諸
権
利
を
承
認
す
る
」
。

「
本
法
は
、
制
度
と
し
て
の
婚
姻
に
、
立
法
者
に
よ
る
そ
の
構
造
原

理
お
よ
び
内
容
形
成
の
点
で
、
何
ら
関
係
し
て
い
な
い
。
そ
の
法
的

基
礎
は
、
何
ら
変
化
し
て
い
な
い
。
婚
姻
に
法
的
な
枠
組
み
を
与
え
、

制
度
に
法
的
効
果
を
与
え
る
す
べ
て
の
規
律
は
、
依
然
と
し
て
存
在

し
て
い
る
。
ま
さ
に
制
度
保
障
が
婚
姻
の
み
に
関
連
付
け
ら
れ
る
の

で
、
同
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
法
的
に
類
似
し
て
内
容
形
成
さ
れ
た

パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
の
可
能
性
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
制
度
保
障
か
ら

導
き
出
さ
れ
得
な
い
」
。

三
　
「
基
本
法
六
条
一
項
は
、
…
…
婚
姻
お
よ
び
家
族
に
関
連
す
る

私
法
お
よ
び
公
法
の
全
領
域
に
と
っ
て
の
拘
束
的
な
価
値
決
定
と
し

て
、
国
家
秩
序
に
よ
る
特
別
の
保
護
を
要
求
す
る
。
保
護
委
託
を
充

足
す
る
た
め
に
、
特
に
、
一
方
で
は
、
婚
姻
を
侵
害
し
な
い
こ
と
、

他
方
で
、
適
切
な
措
置
を
通
じ
て
婚
姻
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
国
家

の
任
務
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
本
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
違
反

し
て
い
な
い
」
。
「
婚
姻
は
、
本
法
に
よ
っ
て
、
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
。

基
本
法
六
条
一
項
に
し
た
が
っ
て
婚
姻
に
認
め
ら
れ
る
特
別
の
保
護

は
、
婚
姻
を
全
体
と
し
て
婚
姻
以
外
の
生
活
様
式
と
比
べ
て
劣
位
に

置
く
こ
と
を
禁
止
す
る
」
。
た
し
か
に
、
立
法
者
は
、
婚
姻
類
似
の

登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
を
創
設
し
た
。
「
し
か
し
、
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
婚
姻
あ
る
い
は
配
偶
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
比
べ

劣
位
に
置
か
れ
な
い
し
、
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
あ
る
い
は
人
生

パ
ー
ト
ナ
ー
と
比
べ
て
も
不
利
に
扱
わ
れ
な
い
」
。
さ
ら
に
、
「
立
法

者
は
、
登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
新
制
度
を
導
入
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
様
式
と
し
て
の
婚
姻
を
促
進
す
る
要
請
に
も

違
反
し
て
い
な
い
。
本
法
は
、
婚
姻
か
ら
婚
姻
が
こ
れ
ま
で
受
け
て

き
た
促
進
を
剥
奪
し
な
い
。
本
法
は
、
単
に
、
婚
姻
以
外
の
生
活
共

同
体
を
法
的
な
保
護
の
下
に
お
き
、
そ
れ
に
権
利
義
務
を
割
り
当
て

る
」
。
た
し
か
に
、
婚
姻
を
婚
姻
以
外
の
生
活
様
式
と
比
べ
て
優
遇

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
婚
姻
の
憲
法
上
の
保
障
の
ゆ
え
に
、
立
法
者

に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。
「
し
か
し
、
促
進
委
託
を
履
行
し
、
内
容

形
成
す
る
な
か
で
、
婚
姻
以
外
の
生
活
様
式
と
比
べ
て
婚
姻
に
特
権

を
付
与
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
基
本
法
六
条
一
項
に
含
ま

れ
て
い
る
婚
姻
以
外
の
生
活
様
式
を
婚
姻
と
比
べ
て
不
利
に
扱
う
と

い
う
要
請
は
、
導
き
出
さ
れ
な
い
。
ハ
ア
ス
裁
判
官
が
、
そ
の
少
数

意
見
の
中
で
、
基
本
法
六
条
一
項
の
促
進
要
請
を
婚
姻
以
外
の
生
活

様
式
を
婚
姻
に
比
べ
て
不
利
に
扱
う
も
の
と
理
解
し
て
い
る
な
ら
ば
、

ハ
ア
ス
裁
判
官
は
、
こ
の
こ
と
を
誤
解
し
て
い
る
。
基
本
法
六
条
一

陣鋤4辺儒
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項
は
、
婚
姻
に
当
然
に
与
え
ら
れ
る
憲
法
上
の
保
護
の
み
を
通
じ
て

婚
姻
に
特
権
を
付
与
し
、
婚
姻
に
適
し
た
手
段
で
婚
姻
を
促
進
す
る

義
務
を
立
法
者
に
課
し
て
い
る
。
し
か
し
、
婚
姻
以
外
の
生
活
様
式

を
不
利
に
扱
う
と
い
う
要
請
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
導
か
れ
な
い
。
法

秩
序
が
異
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
共
同
体
と
し
て
の
婚
姻
と
競
合
し
得

な
い
婚
姻
以
外
の
生
活
様
式
を
承
認
し
た
と
し
て
も
、
婚
姻
の
法
的

保
護
と
促
進
の
程
度
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
縮
減
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
な
婚
姻
以
外
の
生
活
様
式
を
婚
姻
と
は
異
な
っ
て
内

容
形
成
し
、
よ
り
劣
る
権
利
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
婚
姻
の
特
別

の
保
護
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
上
も
ま
た
正
当

化
さ
れ
得
な
い
」
。
「
基
本
法
六
条
一
項
が
婚
姻
を
特
別
の
保
護
の
下

に
お
い
て
い
る
場
合
、
そ
の
特
別
性
は
、
婚
姻
の
み
が
家
族
と
並
ん

で
制
度
と
し
て
こ
の
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
、
そ
れ
に
対
し
て
、
婚

姻
以
外
の
生
活
様
式
が
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
存
在
し
て
い
る
。
婚
姻
は
、
憲
法
改
正
な
し
に
廃
止
さ
せ
ら
れ
得

ず
、
婚
姻
の
本
質
的
構
造
を
改
変
さ
せ
ら
れ
得
な
い
。
憲
法
上
の
促

進
委
託
は
、
婚
姻
の
み
に
存
在
し
て
い
る
。
保
護
の
程
度
に
お
い
て

も
、
婚
姻
が
常
に
婚
姻
以
外
の
生
活
共
同
体
よ
り
も
厚
く
保
護
さ
れ

る
と
い
う
趣
旨
に
沿
っ
て
、
保
護
の
特
別
性
に
そ
れ
以
上
の
意
味
を

付
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
権
規
範
の
文
言
か
ら
も
、
そ
の
制

定
史
か
ら
も
根
拠
付
け
ら
れ
得
な
い
」
。
例
え
ば
基
本
法
六
条
一
項

の
審
議
の
な
か
で
、
「
た
し
か
に
、
婚
姻
お
よ
び
家
族
が
憲
法
上
の

保
護
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
意
見
の
一
致

が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
婚
姻
お
よ
び
家
族
が
憲
法
上
の
保
護
の
下

に
お
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
詳
細
に
こ
れ
以
外
の
生
活
様
式
と
ど
の

よ
う
な
関
係
を
有
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
何
ら
明
ら
か
で
は
な

か
っ
た
」
。
「
少
な
く
と
も
、
距
離
要
請
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
支
持
さ

れ
得
な
い
」
。

四
　
パ
ピ
ア
裁
判
官
の
少
数
意
見

　
「
私
は
、
特
に
、
基
本
法
六
条
一
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る

婚
姻
の
制
度
保
障
に
つ
い
て
の
多
数
意
見
の
論
述
お
よ
び
そ
の
こ
と

か
ら
生
じ
る
結
果
に
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
「
制
度
保
障
の

意
味
は
、
（
立
法
者
が
）
婚
姻
を
内
容
形
成
す
る
場
合
に
、
パ
ー
ト

ナ
ー
の
異
性
性
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
特
定
の
構
造
原
理
に
立
法
者

を
拘
束
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
は
、
婚

姻
と
異
な
る
名
称
で
、
同
性
の
ペ
ア
の
た
め
に
名
称
以
外
は
婚
姻
に

相
当
す
る
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
さ
に
多
数
意
見

が
基
本
法
六
条
一
項
の
制
度
保
障
の
憲
法
上
特
殊
な
作
用
を
顧
慮
し

な
い
が
ゆ
え
に
、
多
数
意
見
は
、
本
法
で
も
っ
て
こ
の
こ
と
が
生
じ

る
か
否
か
を
説
明
し
て
い
な
い
」
。

五
　
ハ
ア
ス
裁
判
官
の
少
数
意
見

　
多
数
意
見
は
、
基
本
法
六
条
一
項
の
制
度
保
障
を
正
当
に
評
価
し

鋤4辺偽蹴
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て
い
な
い
。
「
基
本
法
六
条
一
項
は
、
制
度
保
障
と
し
て
、
婚
姻
お

よ
び
家
族
と
い
う
私
法
上
の
制
度
の
存
続
を
保
障
し
て
い
る
。
・
…
：

婚
姻
の
な
か
で
両
親
と
子
供
の
共
同
体
を
安
定
的
な
も
の
と
す
る
潜

在
的
な
親
子
関
係
が
育
ま
れ
る
が
ゆ
え
に
、
憲
法
制
定
者
は
、
婚
姻

お
よ
び
家
族
を
憲
法
の
保
護
の
下
に
お
い
た
」
。
価
値
決
定
的
な
原

則
規
範
と
し
て
の
基
本
法
六
条
一
項
に
含
ま
れ
る
促
進
要
請
は
、

「
多
数
意
見
と
は
逆
に
、
婚
姻
の
不
利
益
措
置
の
禁
止
以
上
の
も
の

を
意
味
し
て
い
る
。
促
進
は
、
通
常
の
程
度
を
越
え
て
積
極
的
に
援

助
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
と
と
も
に
婚
姻
の
特
権

化
を
意
味
す
る
」
。
さ
ら
に
、
制
度
保
障
と
し
て
の
基
本
法
六
条
一

項
は
、
立
法
者
が
婚
姻
の
内
容
形
成
を
行
う
場
合
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー

の
異
性
性
が
属
し
て
い
る
根
本
的
な
構
造
原
理
に
立
法
者
を
拘
束
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
同
性
の
ペ
ア
の
た
め
の
制
度
が
婚
姻
と
同
等
の

法
的
規
律
を
有
し
、
そ
の
制
度
の
内
容
形
成
が
婚
姻
の
た
め
の
憲
法

上
の
促
進
要
請
を
充
足
す
る
形
態
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
異

性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
み
が
婚
姻
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

憲
法
上
の
要
請
に
、
違
反
す
る
」
。
よ
っ
て
、
「
多
数
意
見
は
、
登
録

人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
法
的
形
態
が
婚
姻
制
度
に
匹
敵
す

る
規
律
内
容
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
法
的

形
態
は
、
基
本
法
六
条
一
項
に
適
合
し
な
い
」
。

　
（
な
お
、

る
。
）

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
少
数
意
見
は
、
判
例
集
未
登
載
で
あ

【
評
釈
】

　
本
判
決
の
最
大
の
論
点
は
、
婚
姻
と
同
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
法
的
な
同
等
化
を
禁
止
す
る
要
請
（
以
下
、
距
離
要
請
と
呼
ぶ
）

が
、
基
本
法
六
条
一
項
か
ら
導
出
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
多

数
意
見
は
、
基
本
法
六
条
一
項
か
ら
距
離
要
請
を
導
出
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
ヨ
　

否
定
す
る
が
、
少
数
意
見
は
、
そ
の
こ
と
を
肯
定
す
る
。
距
離
要
請

を
肯
定
す
る
立
場
に
は
、
そ
れ
を
制
度
保
障
か
ら
、
原
則
規
範
か
ら
、

あ
る
い
は
、
制
度
保
障
と
原
則
規
範
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
認
め
、

そ
の
結
び
つ
き
か
ら
導
き
出
す
、
と
い
う
三
つ
の
立
場
が
存
在
し
て

い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
従
来
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

基
本
法
六
条
一
項
の
判
断
枠
組
み
を
概
観
す
る
。
次
い
で
、
距
離
要

請
を
導
出
す
る
仕
方
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
否
定
的
な
多
数
意
見
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
び
肯
定
的
な
見
解
を
比
較
し
な
が
ら
、
検
討
を
行
う
。

一
　
基
本
法
六
条
一
項
に
お
け
る
婚
姻
の
憲
法
保
障
の
三
つ
の
次
元

　
基
本
法
六
条
一
項
は
、
「
婚
姻
お
よ
び
家
族
は
、
国
家
秩
序
の
特

別
の
保
護
の
下
に
お
か
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
夫
婦
合
算
課
税
の
合
憲
性
に
つ
い
て
判
断
し
た
一
九
五
七
年
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決
定
に
お
い
て
、
基
本
法
六
条
一
項
が
、
人
間
社
会
の
基
礎

（
一
i
Φ
一
昌
P
N
Φ
一
一
Φ
）
と
し
て
、
婚
姻
お
よ
び
家
族
を
国
家
秩
序
の
特
別

の
保
護
の
下
に
お
い
て
お
り
、
ま
た
同
法
が
、
基
本
権
、
制
度
保
障

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
よ
び
原
則
規
範
と
い
う
三
つ
の
法
的
内
容
を
有
し
て
い
る
、
と
判

示
し
た
。
基
本
法
六
条
一
項
が
多
次
元
的
な
機
能
を
有
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
は
、
以
後
、
判
例
お
よ
び
学
説
に
お
い
て
受
入
れ
ら
れ
た
。

　
ま
ず
、
基
本
権
と
し
て
の
基
本
法
六
条
一
項
の
法
的
内
容
に
関
し

て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
六
条
一
項
に
お
い
て
婚
姻
締
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
そ
の
後
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
よ
り
詳
細
に
、
こ
の
基
本
権
に
は
、
本
質
的
な
構

成
要
素
と
し
て
、
自
ら
が
選
択
し
た
パ
ー
ト
ナ
ー
と
婚
姻
を
締
結
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

る
権
利
な
い
し
自
由
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
定
式
化
し
た
。

　
次
に
、
制
度
保
障
に
関
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
立
法
者
が
、

婚
姻
を
内
容
形
成
す
る
場
合
に
、
伝
統
的
な
生
活
様
式
と
保
障
さ
れ

た
基
本
権
の
自
由
的
性
質
お
よ
び
基
本
法
六
条
一
項
以
外
の
憲
法
規

範
と
の
関
連
か
ら
生
じ
る
婚
姻
制
度
を
決
定
し
て
い
る
構
造
原
理
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
連
邦
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

裁
判
所
は
、
「
基
本
権
と
制
度
保
障
の
不
可
分
の
結
び
つ
き
」
を
強

調
し
て
、
制
度
保
障
の
内
容
を
基
本
法
六
条
一
項
の
保
護
領
域
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

に
関
連
付
け
て
い
る
。

　
最
後
に
、
原
則
規
範
と
し
て
、
基
本
法
六
条
一
項
は
、
不
利
益
措

置
の
禁
止
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
は
、
婚
姻
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ら
な
い
生
活
共
同
体
に
比
べ
て
、
劣
位
に
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

不
利
益
措
置
の
禁
止
と
し
て
の
基
本
法
六
条
一
項
に
お
い
て
は
、
婚

姻
と
婚
姻
に
よ
ら
な
い
生
活
共
同
体
と
の
比
較
が
こ
れ
ま
で
問
題
と

な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
婚
姻
を
適
切
な
措
置
に
よ
っ
て
促
進
す
る

国
家
の
義
務
が
、
原
則
規
範
と
し
て
の
基
本
法
六
条
一
項
か
ら
、
生

　
（
1
6
）

じ
る
。

　
多
数
意
見
は
、
基
本
法
六
条
一
項
の
三
つ
の
法
的
内
容
の
従
来
か

ら
の
枠
組
み
に
そ
く
し
て
、
本
法
の
基
本
法
適
合
性
を
判
断
し
た
。

た
だ
、
本
法
に
よ
っ
て
誰
も
婚
姻
を
締
結
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
な

い
た
め
、
基
本
権
と
し
て
の
基
本
法
六
条
一
項
が
保
障
す
る
婚
姻
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

結
の
自
由
は
、
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
多
数
意
見
も
、
簡
潔
に
、
婚

姻
締
結
の
自
由
は
侵
害
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
【
判
旨
一
】
。
よ

り
問
題
と
な
る
の
は
、
制
度
保
障
お
よ
び
原
則
規
範
と
し
て
の
法
的

内
容
で
あ
る
。

二
　
制
度
保
障
と
し
て
の
基
本
法
六
条
一
項
と
距
離
要
請

　
多
数
意
見
は
、
従
来
の
判
例
を
引
用
し
て
、
制
度
保
障
と
し
て
の

基
本
法
六
条
一
項
の
法
的
内
容
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
法

の
規
律
対
象
が
婚
姻
で
は
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
制
度
保
障
と

し
て
の
法
的
内
容
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る

謝4尋偽躍
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【
判
旨
二
】
。
こ
の
こ
と
は
、
制
度
保
障
の
法
的
内
容
を
基
本
法
六
条

一
項
の
保
護
領
域
と
関
連
付
け
て
き
た
従
来
の
判
例
の
判
断
枠
組
み

に
沿
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
、
多
数
意
見
は
、
制
度
保
障

が
婚
姻
の
み
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
制
度
保
障
か
ら
婚
姻

と
同
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
と
の
法
的
同
等
化
の
禁
止
が
導
き
出
さ

れ
な
い
、
と
も
述
べ
て
い
る
【
判
旨
二
】
。
こ
れ
に
対
し
て
、
パ
ピ

ア
裁
判
官
は
、
多
数
意
見
と
同
様
、
従
来
の
判
例
を
引
用
し
制
度
保

障
の
法
的
内
容
を
展
開
し
つ
つ
も
、
多
数
意
見
と
は
異
な
る
制
度
保

障
理
解
に
し
た
が
っ
て
、
制
度
保
障
か
ら
距
離
要
請
を
導
き
出
し
て

い
る
。
パ
ピ
ア
裁
判
官
は
、
立
法
者
が
婚
姻
以
外
の
生
活
共
同
体
を

規
律
す
る
場
合
に
も
、
立
法
者
に
、
構
造
原
理
の
遵
守
を
求
め
て
い

る
。
パ
ピ
ア
裁
判
官
と
同
様
に
、
制
度
保
障
か
ら
の
距
離
要
請
の
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
を
支
持
す
る
見
解
も
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
制
度
保
障
は
、

立
法
者
が
任
意
に
処
分
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
核
心
の
存
続
を
あ
ら

か
じ
め
基
準
と
し
て
与
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
作
用

を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
制
度
と
し
て
保
障
さ
れ

て
い
な
い
婚
姻
以
外
の
実
態
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
命
題
を
制
度
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

障
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
多
数
意
見
と
同
様
の

見
解
も
存
在
し
て
い
る
。
従
来
の
制
度
保
障
の
法
的
内
容
の
理
解
か

ら
す
れ
ば
、
制
度
保
障
か
ら
距
離
要
請
を
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ

う
。

三
　
原
則
規
範
と
し
て
の
基
本
法
六
条
閣
項
と
距
離
要
請

　
多
数
意
見
は
、
原
則
規
範
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
不
利
益
措

置
の
禁
止
お
よ
び
促
進
要
請
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
本
法
が
基
本
法

に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
と
し
た
。
ま
ず
、
不
利
益
措
置
に
関
し
て
、

登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
が
導
入
さ
れ
て
も
、
婚
姻
は
こ

れ
ま
で
と
比
べ
て
劣
位
に
扱
わ
れ
な
い
し
、
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
と
比
べ
て
も
不
利
に
扱
わ
れ
な
い
、
と
し
た
【
判
呼
量
】
。
不
利

益
措
置
の
禁
止
は
、
従
来
、
婚
姻
と
婚
姻
に
よ
ら
な
い
生
活
共
同
体

と
の
関
係
で
、
国
家
に
要
求
さ
れ
て
き
た
。
婚
姻
と
競
合
し
得
な
い

登
録
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
と
の
関
係
は
、
従
来
の
枠
組
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
従
う
と
、
不
利
益
措
置
の
禁
止
の
射
程
外
で
あ
る
。
次
い
で
、
多

数
意
見
は
、
婚
姻
が
こ
れ
ま
で
受
け
て
き
た
促
進
を
剥
奪
し
な
い
が

ゆ
え
に
、
促
進
要
請
に
違
反
し
て
い
な
い
と
簡
単
に
述
べ
て
い
る

【
聖
旨
三
】
。
そ
こ
で
の
論
述
の
中
心
は
、
促
進
要
請
か
ら
の
距
離
要

請
の
導
出
不
可
能
性
で
あ
る
。
原
則
規
範
と
し
て
の
基
本
法
六
条
一

項
か
ら
距
離
要
請
を
認
め
る
見
解
が
、
本
法
制
定
以
前
に
主
張
さ
れ

　
　
　
れ
　

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
反
論
す
る
形
で
、
多
数
意
見
は
、
基
本

権
規
範
の
文
言
お
よ
び
制
定
史
を
根
拠
と
し
て
、
促
進
要
請
か
ら
距

離
要
請
が
認
め
ら
れ
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
。
多
数
意
見
は
、

「
特
別
の
保
護
」
と
い
う
文
言
か
ら
距
離
要
請
が
導
き
出
さ
れ
得
な

い
具
体
的
な
根
拠
に
つ
い
て
、
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

脳凹
凸
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制
定
史
に
関
し
て
は
、
基
本
法
六
条
一
項
の
審
議
の
過
程
で
、
婚
姻

と
婚
姻
以
外
の
生
活
共
同
体
と
の
間
の
保
護
の
区
別
が
明
確
に
示
さ

れ
て
い
な
い
た
め
に
、
促
進
要
請
か
ら
距
離
要
請
が
導
き
出
さ
れ
な

い
、
と
判
示
し
て
い
る
【
判
旨
三
】
。

　
多
数
意
見
に
は
、
批
判
的
な
意
見
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
多
数
意

見
が
婚
姻
の
保
護
の
特
別
性
か
ら
距
離
要
請
を
認
め
な
い
な
ら
ば
、

「
通
常
の
」
基
本
権
保
護
を
超
え
る
「
特
別
の
」
保
護
が
ど
こ
に
存

在
し
て
い
る
の
か
不
可
解
な
ま
ま
で
あ
り
、
憲
法
の
文
言
の
中
に
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

在
し
て
い
る
保
護
の
軽
視
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
存
在
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
多
数
意
見
の
制
定
史
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
た
し
か
に
制

定
過
程
か
ら
距
離
要
請
に
肯
定
的
な
根
拠
が
導
き
出
さ
れ
得
な
い
が
、

し
か
し
、
逆
に
距
離
要
請
に
否
定
的
な
根
拠
も
ま
た
導
き
出
さ
れ
ず
、

婚
姻
と
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
の
基
本
法
の
；
我
的
な
解
釈
は
生
じ
な
い
、
と
い
う
批
判
も
あ
る
。

た
し
か
に
、
多
数
意
見
が
依
拠
す
る
根
拠
に
ど
れ
だ
け
説
得
力
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

る
の
か
に
つ
い
て
、
批
判
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
原
則
規
範
か
ら
距

離
要
請
を
導
く
多
く
の
見
解
も
多
数
意
見
同
様
、
何
ら
根
拠
を
示
さ

ず
、
婚
姻
の
「
特
別
の
保
護
」
か
ら
直
接
的
に
距
離
要
請
を
導
き
出

し
て
お
り
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
の
説
得
力
が
存
在
し
て
い
る
の
か
疑

問
が
残
る
。

四
　
制
度
保
障
と
原
則
規
範
と
の
結
び
つ
き
と
距
離
要
請

　
多
数
意
見
は
、
距
離
要
請
が
制
度
保
障
ま
た
は
原
則
規
範
か
ら
導

き
出
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
制
度
保
障
と
原
則

規
範
と
の
結
び
つ
き
を
認
め
、
婚
姻
の
価
値
を
制
度
保
障
に
読
み
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ん
で
、
距
離
要
請
を
導
き
出
す
見
解
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

見
解
は
、
そ
の
婚
姻
の
価
値
の
理
解
を
め
ぐ
り
、
二
つ
の
タ
イ
プ
に

分
か
れ
る
。
一
つ
の
見
解
は
、
婚
姻
の
価
値
を
、
」
共
通
の
子
ど
も
と

一
緒
に
家
族
を
築
き
上
げ
る
と
い
う
目
的
性
と
、
婚
姻
が
キ
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
的
、
西
洋
的
価
値
秩
序
の
中
心
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
、
と

理
解
す
る
。
二
つ
目
の
見
解
は
、
婚
姻
の
価
値
を
前
述
の
目
的
性
の

　
　
　
　
（
2
9
）

み
と
捉
え
る
。
ハ
ア
ス
裁
判
官
は
、
第
二
の
見
解
を
採
用
し
、
婚
姻

の
価
値
を
前
述
の
目
的
性
の
み
と
捉
え
、
そ
れ
を
制
度
保
障
に
読
み

込
み
、
距
離
要
請
を
導
き
出
し
て
い
る
。

　
第
一
の
見
解
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
婚
姻
観
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
下
で
は
否
定
さ
れ
て

　
　
　
　
い
る
。
し
か
し
、
ハ
ア
ス
裁
判
官
の
見
解
に
関
し
て
、
多
数
意
見
は
、

婚
姻
の
価
値
お
よ
び
制
度
保
障
と
原
則
規
範
の
結
び
つ
き
に
言
及
し

て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
か
ら
距
離
要
請
が
導
か
れ
る
こ
と
に

関
し
て
も
何
ら
述
べ
て
い
な
い
。
前
述
の
夫
婦
合
算
課
税
違
憲
決
定

で
は
、
婚
姻
が
人
間
社
会
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い

た
。
ま
た
、
そ
の
後
の
判
例
の
中
に
も
、
婚
姻
の
前
述
の
目
的
性
に

尉4辺紹脇
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ま
　

言
及
し
て
い
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
婚
姻

の
価
値
を
認
め
て
き
た
が
ゆ
え
に
、
多
数
意
見
が
婚
姻
の
価
値
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

し
て
何
ら
考
察
を
加
え
て
い
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

婚
姻
が
価
値
を
有
す
る
と
し
て
も
、
制
度
保
障
と
原
則
規
範
と
の
結

び
つ
き
を
認
め
、
基
本
法
六
条
一
項
の
保
護
領
域
の
み
に
関
連
付
け

ら
れ
る
制
度
保
障
か
ら
、
距
離
要
請
を
導
き
出
す
こ
と
自
体
困
難
な

も
の
で
あ
ろ
う
。

五
　
基
本
法
六
条
一
項
と
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法

　
多
数
意
見
は
、
基
本
法
六
条
一
項
の
三
つ
の
次
元
に
そ
く
し
て
人

生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
の
適
合
性
を
判
断
し
て
い
る
が
、
そ
の
判

断
は
、
従
来
の
基
本
法
六
条
一
項
の
判
断
枠
組
み
に
し
た
が
っ
た
も

の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
意
見
お
よ
び
そ
の
ほ
か
の

多
く
の
見
解
は
、
婚
姻
の
価
値
を
過
度
に
基
本
法
六
条
一
項
の
制
度

保
障
も
し
く
は
原
則
規
範
に
読
み
込
み
、
距
離
要
請
を
導
き
出
し
て

い
た
。
し
か
し
、
本
来
基
本
法
六
条
一
項
の
射
程
は
婚
姻
に
限
定
さ

れ
て
お
り
、
婚
姻
と
は
競
合
し
得
な
い
同
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
ま

で
基
本
法
六
条
一
項
の
作
用
を
及
ぼ
し
、
婚
姻
と
同
性
の
パ
ー
ト

ナ
ー
関
係
と
の
法
的
同
等
化
の
禁
止
を
基
本
法
六
条
一
項
か
ら
読
み

取
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
本
判
決
に
お
い
て
も
、
基
本
権
と
原
則
規
範
、
お
よ

び
、
制
度
保
障
と
原
則
規
範
の
関
係
は
明
ら
か
と
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
ま
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
少
な
く
と
も
、
基
本
権
の
本
質

的
な
構
成
要
素
で
あ
る
婚
姻
締
結
の
自
由
と
制
度
保
障
と
の
密
接
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

結
び
つ
き
に
関
し
て
は
認
め
て
き
た
。
し
か
し
、
原
則
規
範
が
、
基

本
権
の
客
観
法
的
な
側
面
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と

も
、
基
本
法
六
条
一
項
の
婚
姻
の
「
特
別
の
保
護
」
あ
る
い
は
婚
姻

の
価
値
そ
れ
自
体
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、
言
及
さ
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
客
観
法
的
内
容
と
も
言
わ
れ
る

制
度
保
障
と
原
則
規
範
と
の
関
連
も
何
ら
語
ら
れ
て
い
な
い
。
基
本

法
六
条
一
項
が
「
相
互
に
結
び
つ
き
、
相
互
に
移
り
行
く
多
く
の
機

　
め
　

能
」
を
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
三
つ
の
婚
姻
の
憲
法
保
障
の
次
元

相
互
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
b
σ
O
b
u
一
・
H
の
．
b
。
①
9
な
お
、
本
法
の
解
説
と
し
て
、
参
照
、
戸
田

典
子
「
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
一
同
性
愛
の
『
結
婚
』
を
認
め

　
た
ド
イ
ツ
」
外
国
の
立
法
二
一
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
〇
頁
以
下
、

渡
邉
泰
彦
「
同
性
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
は
P
ー
ド
イ
ツ
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
成
立
を
め
ぐ
る
議
論
1
」
徳
島
文
理
大
学

研
究
紀
要
六
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
八
一
頁
以
下
。

（
2
）
　
こ
の
距
離
要
請
は
、
論
者
に
よ
っ
て
様
々
な
名
称
が
付
さ
れ
て

　
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
排
他
的
保
障
（
両
×
匹
⊆
ω
三
け
痒
ω
ぴ
q
早
き
菖
Φ
）
」

　
（
＜
α
q
ド
魁
首
叶
興
℃
巽
町
ω
℃
①
R
≦
亀
戸
q
旨
ぴ
q
8
紆
ω
＜
①
欺
①
ω
鈴
コ
ひ
q
－

踊謝4辺偽
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ω
お
。
耳
一
一
〇
げ
Φ
コ
禦
げ
①
び
①
α
q
ユ
暁
鉾
Z
一
妻
H
㊤
㊤
メ
ω
●
H
霧
①
●
）
、
「
保
護
要
請

、
（
ω
o
ゴ
＝
尉
ひ
q
Φ
σ
o
け
）
」
　
（
＜
α
q
ピ
　
℃
①
け
Φ
困
　
b
d
鱒
沢
二
二
P
　
ぎ
　
”
昼
げ
①
○
山
。
同

　
］
≦
鋤
ニ
コ
N
＼
O
口
三
興
U
ロ
ユ
α
q
堵
Ω
困
¢
⇒
住
α
q
①
ω
①
訂
困
。
ヨ
］
8
Φ
再
餌
斜
い
齢
．
○
。
8

　
b
。
8
ρ
ω
．
ω
切
炉
幻
P
α
①
）
、
「
模
倣
要
請
（
》
σ
σ
一
一
α
⊆
昌
α
q
ω
α
q
①
σ
O
什
）
」

　
（
＜
α
q
ド
］
≦
煙
室
冒
b
σ
q
憎
σ
q
却
ω
o
早
口
⇔
§
匙
鋤
o
Q
O
「
o
昌
α
α
q
①
の
①
欝
臼
Φ
両
闘
①
＜
o
門

　
自
①
同
図
。
⇒
パ
信
コ
①
昌
N
鋤
昌
α
①
同
①
『
い
Φ
げ
Φ
昌
ω
働
q
Φ
目
①
ヨ
ω
o
げ
曽
津
Φ
昌
ぎ
U
①
同

ω
β
鉾
ω
ρ
ゆ
き
α
N
8
0
団
Φ
津
劇
中
Q
り
■
α
O
犀
ご
、
「
特
権
化
要
請

　
（
℃
ユ
く
庄
興
§
σ
q
ω
α
q
Φ
び
。
け
）
」
　
（
＜
α
q
ピ
∪
①
二
①
胤
］
≦
Φ
二
①
P
国
げ
Φ
団
。
ゴ
Φ

　
⊆
昌
山
　
巳
。
ず
8
げ
Φ
嵩
。
げ
Φ
　
い
①
σ
Φ
昌
ω
o
q
Φ
目
①
ぎ
ω
o
げ
鋤
津
Φ
5
　
⊆
旨
け
Φ
目
　
α
Φ
ヨ

　
○
吋
ニ
コ
島
ひ
q
Φ
ω
Φ
け
N
v
ヨ
こ
．
o
ω
①
h
尻
Φ
⇒
ω
Φ
Φ
＼
＝
①
一
日
遅
い
Φ
o
げ
2
臼
（
＝
吋
ω
ひ
q
．
）
“

　
「
円
Φ
酵
Φ
詳
⊆
⇔
山
国
凶
α
q
①
昌
け
自
警
国
ω
団
q
同
ぐ
『
写
本
①
同
い
巴
ω
p
①
同
N
ニ
ヨ
刈
O
・

O
①
σ
二
昌
ω
δ
α
q
口
㊤
㊤
P
ω
．
①
H
縮
h
●
）
、
「
区
別
要
請
（
U
一
頃
興
Φ
コ
賦
Φ
毎
昌
α
q
－

　
の
α
q
Φ
ぴ
9
）
」
　
（
＜
ぴ
q
H
O
興
財
鋤
同
α
菊
。
び
び
臼
ρ
国
ぎ
α
q
簿
轟
ゆ
q
Φ
昌
①
日
①
び
①
昌
－

ω
O
霞
9
興
ω
o
げ
駄
け
Φ
P
一
N
b
。
O
O
ド
ω
絢
。
。
ω
ご
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
3
）
多
数
意
見
と
同
．
様
、
基
本
法
六
条
一
項
か
ら
距
離
要
請
が
導
き

出
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、
＜
ひ
q
㌍
竃
一
〇
ザ
器
一
ω
p
o
げ
ρ
幻
Φ
o
巨

　
房
隔
α
旨
B
財
。
ゴ
Φ
い
Φ
σ
①
コ
ω
b
自
村
け
⇔
Φ
誘
。
げ
二
野
Φ
p
h
口
渇
］
≦
Φ
旨
ω
o
ゴ
①
昌
α
q
げ
聴

　
o
ず
Φ
コ
O
Φ
ω
o
巨
Φ
o
げ
け
ω
こ
．
園
N
O
O
ド
ω
．
昏
o
O
団
．
旧
ω
け
Φ
O
ゲ
鋤
昌
ω
梓
9
げ
Φ
が
○
δ
討
げ
－

　
ω
け
①
＝
二
目
ひ
q
げ
。
ヨ
。
ω
Φ
×
⊆
Φ
＝
①
『
い
①
び
①
⇒
ω
α
q
Ω
β
Φ
貯
ω
o
げ
①
津
Φ
づ
9
D
δ
》
国
ヨ
ー

　
ゆ
q
Φ
q
鋤
ひ
q
Φ
昌
①
い
①
ぴ
Φ
昌
ω
O
鋤
暮
⇒
Φ
「
ω
o
げ
9
津
《
ヨ
詳
α
Φ
同
国
げ
①
＜
Φ
鳳
鋤
ω
ω
自
づ
α
q
－

　
ω
α
q
Φ
白
似
ゆ
～
”
内
旨
卜
Q
O
O
ρ
ω
・
朝
り
『
一
く
巳
評
Φ
円
し
d
Φ
o
ぎ
U
δ
＜
Φ
甘
雨
ω
ω
自
旨
α
q
－

　
巽
①
o
ぴ
什
匡
。
げ
Φ
じ
d
①
ひ
q
円
口
目
畠
二
昌
ひ
q
α
Φ
同
国
ぎ
α
q
①
寓
①
α
q
①
昌
Φ
昌
い
Φ
σ
①
昌
ω
b
g
D
詳
・

　
⇒
Φ
円
ω
O
げ
p
D
津
」
Z
一
ぐ
引
b
Q
O
O
一
”
ω
．
H
G
Q
㊤
ρ

（
4
）
　
な
お
、
本
判
決
に
つ
い
て
の
紹
介
お
よ
び
解
説
と
し
て
、
参
照
、

　
三
宅
雄
彦
「
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
合
憲
判
決
」
自
治
研
究
七

　
九
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
四
三
頁
以
下
。
ま
た
、
邦
語
に
よ

　
る
本
判
決
の
要
約
と
し
て
、
渡
邉
泰
彦
「
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

　
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
七
月
一
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
つ
い

　
て
」
徳
島
文
理
大
学
研
究
紀
要
六
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
五
頁
以

　
下
。

（
5
）
　
し
U
＜
Φ
臥
Ω
国
9
無
病
同
決
定
に
つ
い
て
の
紹
介
お
よ
び
解
説
と
し

　
て
、
参
照
、
北
野
弘
久
「
夫
婦
合
算
課
税
の
違
憲
性
」
『
ド
イ
ツ
判

　
例
百
選
』
（
一
九
六
九
）
七
八
頁
以
下
、
村
井
正
「
夫
婦
課
税
を
め

　
ぐ
る
諸
問
題
」
法
律
時
報
四
二
巻
四
号
（
一
九
七
〇
年
）
二
七
頁
以

　
下
、
小
林
博
志
「
夫
婦
合
算
課
税
と
婚
姻
・
家
族
の
保
護
－
夫
婦
合

　
算
課
税
違
憲
決
定
1
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲

　
法
判
例
（
第
二
版
）
』
　
（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
置
二
〇
九
頁
以
下
。

（
6
）
b
d
＜
Φ
猟
O
国
9
緕
（
詞
ご
●

（
7
）
　
た
と
え
ば
、
こ
の
決
定
を
引
用
す
る
も
の
と
し
て
、
＜
α
q
ピ

　
臨
く
Φ
蹄
O
国
卜
○
企
H
回
り
（
H
Q
Q
㎝
）
旧
ω
坦
α
O
Q
（
①
¶
）
．

（
8
）
　
〈
ひ
q
ピ
℃
．
b
d
鋤
α
二
同
P
鋤
●
o
・
○
●
（
〉
コ
ヨ
●
N
）
”
ω
畳
『
訣
己
肉
P
①
中
∴
閑
。
開

　
Ω
同
α
ω
o
げ
旨
Φ
が
ぎ
“
山
。
目
ω
什
U
同
Φ
δ
同
（
＝
『
ω
ぴ
q
・
γ
○
居
二
昌
鎚
α
q
Φ
ω
Φ
9
内
。
日
－

　
日
Φ
旨
け
鋤
斜
ゆ
。
昌
α
押
N
●
諺
⊆
塗
・
N
O
O
倉
ω
絢
①
○
。
訟
G
肉
⇔
・
ω
罵
隔
∴
》
同
昌
巳
出

　
ω
o
げ
日
当
二
三
p
D
ヨ
ヨ
δ
さ
ぎ
…
】
≦
け
ず
目
口
ω
鋤
。
ず
ω
（
】
田
「
ω
α
q
●
）
℃
O
目
¢
⇒
山
・

　
ひ
q
Φ
o
り
①
言
国
。
二
日
Φ
嵩
什
日
日
ω
》
q
臨
・
b
O
O
O
ω
v
ω
・
G
Q
唄
に
官
記
穿
b
O
O
映
畳

（
9
）
じ
d
＜
Φ
臥
O
国
b
。
リ
ロ
①
①
（
H
胡
）
・

（
1
0
）
　
U
d
＜
Φ
臥
○
国
ω
押
α
o
O
（
①
刈
Y

（
1
1
）
　
基
本
権
と
し
て
の
基
本
法
六
条
一
項
は
、
婚
姻
と
い
う
私
的
領

珊4辺偽枷
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域
へ
の
国
家
の
介
入
に
対
す
る
防
御
権
と
し
て
も
機
能
す
る
。
＜
ひ
q
ド

b
Uョ
㍼
R
○
国
ρ
翻
（
自
y
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、

基
本
権
と
し
て
の
基
本
法
六
条
一
項
に
お
い
て
、
経
済
的
関
係
に
つ

　
い
て
の
決
定
の
自
由
（
＜
σ
q
一
’
ゆ
く
①
隊
O
国
㎝
ρ
謡
刈
（
N
⑩
①
）
）
、
婚
姻
内

　
で
の
家
事
の
分
担
に
つ
い
て
の
決
定
の
自
由
（
＜
α
q
一
．
し
d
＜
Φ
味
Ω
国
①
。
。

謡
①
（
器
。
。
）
）
等
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
し
d
＜
Φ
臥
Ω
国
ω
ρ
α
Q
。
（
①
㊤
）
．

（
1
3
）
　
b
d
＜
①
ほ
O
国
ω
ρ
α
○
。
（
＄
）
●

（
1
4
）
　
た
と
え
ば
、
旧
婚
姻
法
四
条
二
項
の
性
的
共
同
と
い
う
婚
姻
障

害
を
違
憲
と
し
た
一
九
七
三
年
決
定
（
じ
d
＜
Φ
ほ
○
図
ω
伊
＝
①
）
や
有

責
主
義
か
ら
破
綻
主
義
へ
の
移
行
の
合
憲
性
を
判
断
し
た
一
九
八
○

年
判
決
（
じ
d
＜
Φ
ほ
○
団
㎝
ω
る
ト
。
膳
）
は
、
婚
姻
の
内
容
形
成
を
制
度
保

　
障
と
の
関
連
で
審
査
し
て
い
る
。

（
1
5
）
　
＜
ゆ
q
ピ
切
く
①
猟
○
国
b
Q
O
。
矯
ω
い
。
心
（
Q
。
ミ
ご
㊤
P
卜
O
H
①
（
卜
○
認
ご
●

（
1
6
）
　
＜
α
q
ピ
b
d
＜
Φ
臥
Ω
国
ρ
統
●
（
『
①
）
・

（
1
7
）
　
旨
○
げ
餌
⇒
コ
じ
U
円
9
。
二
P
】
）
餌
ω
い
Φ
σ
Φ
昌
ω
0
9
。
「
9
臼
ω
o
び
。
津
ω
α
q
①
ω
Φ
什
N
鋤
亀

　
創
Ω
B
℃
目
口
h
ω
け
鋤
⇒
9
旨
¢
Q
o
N
O
O
ρ
ω
．
卜
。
一
・

（
1
8
）
　
〈
α
q
ピ
ぐ
く
．
℃
鋤
巳
ざ
鋤
■
勲
○
．
（
〉
づ
日
』
）
“
ω
●
一
㊤
ま
・

（
1
9
）
　
b
σ
o
住
。
霊
興
。
夢
＼
↓
げ
○
『
ω
8
配
色
一
⇒
α
q
お
Φ
P
国
二
⇔
評
鉱
。
昌
①
づ
住
Φ
ω

　
団
げ
Φ
ひ
Q
同
自
づ
良
器
。
洋
ω
二
三
b
σ
巴
ω
O
δ
一
匹
①
ω
い
Φ
げ
①
口
ω
口
出
吋
葺
臼
ω
o
げ
四
津
甲

　
伽
q
①
ω
Φ
旨
Φ
ρ
内
「
津
＜
b
Q
8
N
ω
・
漣
O
・

（
2
0
）
　
じ
d
．
霊
9
0
爵
＼
θ
内
ヨ
α
q
器
Φ
コ
”
卑
勲
ρ
（
〉
昌
ヨ
．
一
㊤
）
”
ω
・
卜
。
お
・

（
2
1
）
　
〈
ぴ
q
け
　
菊
二
℃
①
詳
　
ω
o
げ
。
訂
＼
〉
ヨ
α
　
¢
ゴ
す
　
ご
田
⇒
ぴ
q
①
π
餌
ぴ
q
Φ
づ
Φ

　
い
Φ
σ
Φ
づ
ω
O
費
9
①
同
の
。
プ
9
津
．
．
o
⇒
自
○
「
ニ
コ
匹
α
q
Φ
ω
①
け
N
層
Z
｝
ぐ
引
目
O
O
O
ド
ω
陰

　
ω
り
隷
∴
］
≦
・
し
d
二
「
ひ
q
抄
p
①
b
・
（
〉
⇒
ヨ
・
b
O
）
層
ω
■
8
罵
．

（
2
2
）
　
℃
Φ
け
2
両
日
Φ
＃
ヨ
α
q
①
お
三
巴
⇒
幻
⊆
げ
ヨ
①
ω
巨
讐
什
霊
『
ご
閏
彗
Φ
『
α
臼

　
＜
①
ぽ
曽
ω
ω
二
づ
ゆ
q
、
、
M
｝
N
N
8
N
ω
．
一
辰
○
。
’

（
2
3
）
　
ま
た
、
℃
①
け
Φ
「
》
．
箋
ヨ
住
①
浬
〉
⇒
ヨ
①
蒔
＝
づ
σ
q
堵
一
点
ト
の
O
O
ρ
Q
o
．
一
α
ω

　
も
同
様
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
℃
卑
興
〉
．
乏
ぎ
創
Φ
却
四
．
勲
ρ
（
諺
昌
ヨ
・
器
）
堕
ω
・
H
α
ω
・

（
2
5
）
　
ま
た
、
　
菊
Φ
ヨ
①
同
↓
旨
ヨ
9
コ
づ
。
。
噂
く
Φ
ほ
四
ω
ω
二
⇒
α
q
ω
雪
田
ご
Q
お
犀
①
詳
α
Φ
ω

　
い
Φ
σ
①
昌
ω
℃
霞
9
①
同
ω
o
冨
津
ω
α
q
Φ
ω
①
旨
Φ
ω
こ
》
N
O
O
ρ
Q
D
．
㊤
G
。
α
も
、
「
制
定

過
程
は
、
距
離
要
請
を
許
容
す
る
こ
と
も
ま
た
否
定
し
な
い
」
と
し

　
て
い
る
。
さ
ら
に
、
制
定
過
程
に
関
す
る
詳
細
な
論
述
と
そ
れ
に
基

　
づ
く
批
判
と
し
て
、
〈
ひ
q
ピ
勺
①
け
臼
旨
・
↓
卑
菖
コ
α
q
Φ
が
鋤
●
騨
○
．
（
〉
コ
日
・

　
卜
o
N
）
堵
ω
μ
＝
○
。
剛
●

（
2
6
）
　
本
法
と
基
本
法
六
条
一
項
の
適
合
性
に
関
す
る
多
数
意
見
の
判

　
決
に
結
論
と
し
て
同
意
し
つ
つ
も
、
原
則
規
範
と
し
て
の
基
本
法
六

条
一
項
の
解
釈
に
さ
ら
に
立
ち
入
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
と

　
し
て
、
ぎ
9
］
≦
冒
涜
い
厳
山
Φ
づ
げ
興
ぴ
q
＼
ぴ
霞
ω
竃
ざ
評
①
が
U
δ
＜
臼
鉱
亭

　
び
鋤
N
貯
Φ
詳
α
Φ
ω
い
Φ
σ
Φ
コ
ω
b
鋤
同
9
興
8
げ
鉱
け
ω
α
q
①
ω
Φ
臼
①
ω
］
B
津
〉
嵩
■
①
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（
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＜
ぴ
q
田
Ω
口
耳
Φ
「
閑
同
ぎ
ひ
q
ρ
U
圃
Φ
ご
①
ヨ
α
q
Φ
q
蝉
ひ
q
Φ
⇒
Φ
い
σ
び
Φ
⇒
ω
O
霞
け
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旨
①
話
。
ゲ
鋤
ヰ
．
．
熱
望
ゆ
q
δ
ド
げ
ゆ
q
①
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三
Φ
o
げ
江
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⇒
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∪
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①
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①
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什
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○
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．
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ア
ス
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判
官
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ら
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ま
れ
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、
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責
任
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と
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の
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来
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述
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①
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①
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①
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⇒
α
Φ
ω
－
g
づ
自
b
d
⊆
づ
住
Φ
ω
＜
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Φ
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述
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＜
①
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①
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］
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①
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じ
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］
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①
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①
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＜
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